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《相談は大宮民商へ》

全国商工新聞 第 3518 号 付録

☆班集金・個別集金ともに 15 日集金へのご協力をお願いします。☆相談・来所時は事前に電話予約してください。

〈世相〉給与明細不交付、交通費不支給、クリスマスケーキやおせち・恵方巻の購入を強要されたとして、埼玉県内で働いていた外国人 10 人がローソンに団体交渉を申し入れ。

大宮商工新聞
大宮民主商工会〒330-0856 さいたま市大宮区三橋 3-262
TEL:048-623-6731　FAX:048-622-7162  営業時間：9 ～ 17 時
休み:土日祝　WEB http://www.ohmiyaminsyo.jp/index.html
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ちょっと待った！インボイス登録申請
　2023 年 10 月 1 日から開始予定のインボイス制
度。登録すると、自動的に消費税課税事業者に
なってしまいます。
　消費税課税事業者になると、年間売上が 1,000
万円以下でも毎年、消費税の納税が発生します！

あわてて申請する前に、

まずは民商に相談して！

《 予　定　表 》
 8/ 7（日） 埼青協 経営力アップセミナー（伊奈県活ｾﾝﾀｰ）

 8/11（木） ～ 8/16（火） 民商 夏季休業

 8/18（木） 三役会 15:00 ～

 8/25（木） 理事会 19:00 ～

 9/13（火） 婦人部会 13:00 ～

島原手延べそうめん
ゴマそうめん１kg（18 束入）  1,300 円（税込）

※白いそうめんは売り切れました

大宮民商で好評販売中！

お盆休みのため、8 月 15 日号は休刊です。次号は 8 月 22 日号になります。

大宮民商は8月 11日（木）から 8月

16日（火）まで夏季休業となります。

よろしくお願いします。

婦人部 見舞金・弔慰金のお知らせ
【見舞金】連続３日以上の入院時に、3,000円

【弔慰金】　5,000円

※見舞金、弔慰金ともに婦人部員
本人が対象です（配偶者や家族は
対象外）。

見舞金・弔慰金の申請は大宮民商婦人部へ
お問い合せください。

民商青年部オリジナル長ひやむぎ
　〇 1箱（50 束）…… 3,400 円（税込）

　〇10 束パック………… 750 円（税込）

現在、埼玉県の最低賃金は
時間額956円です

　最低賃金を下回ると法律違反になり、
使用者は労働者に最低賃金額との差額を
支払わなければなりません。使用者が差
額を支払わない場合は「最低賃金法」の
罰則（50 万円以下の罰金等）を受けます。

※ �2022 年 10月から、 埼玉県の最低

賃金は 31円上がる予定です。

民商共済会 新型コロナウイルス

PCR 検査で陽性になった方は、
ホテル療養・自宅療養でも
入院見舞金（1日 3,000 円）の

請求ができます

　保健所や行政などが発行した、 期間が分かる証明書

のコピーをご用意ください。 遡っての請求もできます。

詳しくは民商へお問い合わせください。
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最寄りの相談窓口に
つながります！ TEL188消費者ホットライン

契約、悪質商法、製品・食品やサービスによる事故等のご相談は（市外局番なし）188番にお電話ください。

埼玉県県民生活部消費生活課

かわらばんお助け
高齢者を守る

埼玉県マスコット
「さいたまっち」

埼玉県マスコット「コバトン」

注意

埼玉県

今月の標語おかしいな？ 不安だな？ 
と思ったら

すぐに相談！！

「保険金が使える」という
住宅修理トラブルにご注意！
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「無料」という言葉に注意！ 不要な勧誘は断る
業者の説明をうのみにしない
うその理由による保険金請求は詐欺罪に問われることも

気をつけて！
 屋根より危険な
　　 　その契約


